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長崎市税条例の」部を改正する条例について

1 法改正の内容(地方税法)

(1)経過

令和2年4月30日に、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための措置に起因して、多く

の個人、事業者の収入が急減するなどの、納税者が厳しい状況に置かれている現状を踏まえ、

無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収猶予を適用できる特例が、地方税法において設けられた。

長崎市においては、令和2年3月27日から法改正前までの問、現行の地方税の徴収猶予

制度を活用.し、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う対応として、徴収猶予の措置を講じ

た。

【参考】新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の相談状況(令和2年4月末現在)

・相談件数:50件(主な業種は飲食業、宿泊業、サービス業等)

・主な相談理由:事業損失、勤務日数減L 減給、休廃業等

(2).対象となる市税

すべての市税(令和2年2月~令和3年1月末までの納期限到来分)の税目が対象。

※本特例は、法の施行日前(2月から4月まで)に納期限が到来している市税についても滋及

して適用できる。

(3)徴収猶予制度の比較

猶予の根拠

猶予対象と

なるケース

現行の猶予制度

事業につき著しい損失

を受けた場合で、一時

に紬付・納入すること

ができないと認められ

るとき。

地方税法第15条

法改正前の猶予措置

担保の提供

延滞金

最近1ケ月の収入が前

年同期比20%以上減

少、かつ、.その後2 ケ

「

原則として必要

月を含む3ケ月間の収

軽減(年1.6%)

入が前年同期比20%以

上減少することが認め

られるとき。

徴収猶予の特例制度

地方税法附則第59条

令和2年2月から納期

限までの一定の期間(1

ケ月以上)において収

入が前年同期比概ね

20%以上減少した場合

で、一時に紬付.・納入

が困難と認められると

き。

不要

免除

・ 1 ・

不要

免除



2 改正目的(長崎市税条例)

地方税法の一部が改正され、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置

が及ぽす影響の緩和を図る、ため.の徴収猶予の特例が設けられた二とに伴い、関連する手続等
について条例に規定し、新型コロナウイルス感染症等の影響により市税の納付が困難な納税
者への対応の円滑化を図る。

3 改正内容.(長崎市税条伊D

(1)新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続き等の規定

(市税条例附則第19条を新設)

ア改正内容

地方税法の一部改正により、次の内容について市税条例に規定する必要があるため、
関係条文の整理を行う。

(ア)新型コロ.ナウイルス感染症等に係る徴収猶予の申請者が、申請書の訂正又は添付

すべき書類の訂正若しく・は提出について市長からの求めに応じない場合は、通知を

受けた日から 2σ日を経過した日において当該申請を取り下げたものとみなす規定

を設ける。

(イ)'徴収の猶予を受けた者が、新たに当該徴収の猶予に係る市の徴収金'(市税並びに

その督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分

費)以外に、金銭の給付を目的とする市の権利を滞納したときは、当該徴収の猶予

を取り・消し、当該徴収の猶予に係る市の徴収金を一時に徴収することが・できる規定

を設ける。

※(ア)及ぴ(イ)は、いずれも現行の徴収の猶予に関する規定を準用。
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4 長崎市税条例新旧対照表

0長崎市税条例

附則

現行

゛」

0長崎市税条例

附則

(型コロナウイルス感症等に係る徴収猶予の

改正後(案)

第19条'第6条の2第7項の定は法附則 5g条第3

例にハる手
士

項において準用する法第15 の2 8項に規定す

る例で定める期間について;用する

2 6 の3のま定は法附則一59 -3項において

用する法一15条の3第1項 4号に定する例

で定める権について準用する

・ 3 ・



【参考】新型コロナウイルス.感染症緊急経済対策における税制措.置(市税関係)

1 今後議案提出予定.分

(1)個人住民税関係

アイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄付金控除の適用
中止等された文化芸術・スポーツイベントについてチケットの払戻しを受けない(放棄

する)場合イその金額を寄付とみなし、個人住民税の税額控除対象とする。(税額控除割合
県民税4%・市民税6%合計最大10%)

(施行日:令和3年1月1日令和3年度課税から適用)

イ、住宅口ーン控除の適用要件の弾力化に伴う個人住.民税からの控除
住宅口ーン控除の適正要件の弾力化に伴い、住宅口ーン控除可能額のうち、所得税から

控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除する。

(施行日':令和3年1月1日令和3年度課税から適用)

(2)軽自動車税関係

ア軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
軽自動車の取得時にかかる「環境性能割」の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限(令

和2年9月30日まで)を半年延長する。

(施行日:公布の日適用期限:,令和,2年9月30日=令和3年3月・31日)

③固定資産税関係

ア生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支

援する観点から、適用対象資産に一定の事業用家屋・と構築物を追加する。

(施行日:公布の日新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分が対象)

・ 4 ・
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2 条例改正を要しない分

a)'固定資産税・都市計画税関係

ア中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、売上高の減少率に応じて、償却資産及び

事業用家屋に係る圖定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとする。

・売上高30%以上50%未満減少:2分の1
・売上高50以上減少:ゼロ

(施行日:公布の日令和3年度の課税分が対象)


